
（ア）食の地産地消の進展
食の地産地消はスローライフの考えも相まって全国的

に広がっており、平成15年度に地域内で採れた農産物を

提供する産地直売所の数は2,982か所、その販売額の総額

は1,772億円に上り、これは全農業産出額（畜産物を除く）

の1.7％を占めるに至っています。

この販売額をもとにフード・マイレージの試算をする

と、産地直売所で販売される農産物を仮に海外からの輸

入に頼った場合、二酸化炭素排出量は約10倍の増加とな

り、地産地消の環境上の効果が大きいことが分かります

（図2-1-3）。

また、学校給食における地場産物の活用状況は、平成

16年度において、食材数ベースでの全国平均が約21％と

なっており、地場産物の活用のための取組が進められて

います。埼玉県新座市の新座市立第二小学校では、学校

給食で地産地消の取組が行われており、ここで使われた

食材をもとに、フード・マイレージの試算を行った結果

によれば、市場に流通している野菜や米を仕入れた場合

に比べ、抑制できる二酸化炭素排出量は年間302.4kg、約93％の削減効果があるとしています。

（イ）地産地消の今後の広がり
産地直売所へのアンケート（農林水産省「平成16年度農産物地産地消等実態調査結果の概要」）によると、

３年後の地場農産物の取扱量を増やしたいと回答した直売所が全体の80.5%あるなど、食の地産地消の取組は

今後も広がっていくことが期待されます。

イ　地域材の活用
また、二酸化炭素の吸収に向けて地域材製品を積極的に利用する「木づかい運動」が広がりを見せており、

住宅資材や紙製品の原材料として地域材を積極的に利用する取組が拡大しています。

例えば、佐賀県では、これまで利用が少なかった曲がり材や短尺材等を、九州各地から大量かつ安定的に

集荷し、異樹種集成材を製造して全国各地へ供給する、広域的な加工・流通システムをモデル的に構築する

ことにより、品質・性能が確かな木材を住宅メーカーなど大規模需要者が選択できるような取組を進めてい

ます。

このほか、京都府では、木材の輸送時における二酸化炭素排出量を明らかにした京都府産木材認証制度

（愛称：ウッドマイレージCO2認証制度）を創設し、京都府産材の生産、加工、流通を担う事業者を認定し、

伝票等によって地域材を確認できるようにするとともに、指定されたNPO法人が京都府産材認証及び木材の

輸送時における二酸化炭素排出量の計算書を発行することにより、環境に配慮した地域産木材を消費者が選

択できる取組を進めています。

（６）価値観の変化を契機として
今まで見てきた価値観の変化やそれに対応した取組は、今後、ますます広がっていくものと考えられ、こ

れは持続可能な社会を推進する大きな原動力となるものと期待されます。また、このような新しい価値観に

基づいたライフスタイルが実現できるような社会づくりを進めていくことが、私たちの心の豊かさを満たす

上で重要となります。
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図２－１－３　直売所で販売された農産物を 
 輸入に切り替えた場合の 
 二酸化炭素排出量 

資料：農林水産省『平成16年度農産物地産地消等
実態調査結果の概要』から環境省作成 
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２　増加する余暇時間の活用 -------------------------------------------------------------------------------

（１）余暇時間の増加
近年、労働時間や家事時間が総じて減少していること

から、国民の自由時間は増加する傾向にあります。また、

団塊の世代が退職することも一因となり、余暇時間を豊

富に持ち、かつ、さまざまな活動に参加することが期待

されるアクティブ・シニア（元気な50歳代～60歳代）が

増加します。

「日本21世紀ビジョン」（平成17年４月内閣府編）では、

生活と健康の質も重要視した健康寿命（活動的平均余命）

が80歳となる社会を目指しており、2030（平成32）年の

労働者の生涯全可処分時間は、健康寿命の延長などによ

り、2002（平成14）年に比べて約12%増加すると見込まれ

ています。

さらに、退職者の自由時間は定年までの40年間に総労

働時間に等しいおよそ10万時間になるといわれています。

（２）環境保全活動への参加率
環境保全活動に関する世論調査によると、環境保全活

動に参加したことがあると答えた人の割合が、50歳代で

は51%と、他の年代に比べて高くなっています。また、今

後環境保全のための市民活動や行事に参加したいかとの

問いについても、50代、60代で参加したいと答えた人の

割合が高くなっており、高齢者は若年層に比べ、環境保

全活動への参加率が高い傾向にあります（図2-1-4）。

（３）余暇時間の活用
豊富な余暇時間を持つアクティブ・シニアの増加は、

環境保全を目的とした活動が進展するきっかけとなります。このような活動を支えるためには、地方公共団

体が事業者等と連携して環境教育の場を設定することをはじめ、環境保全活動の場が確保・提供されること

はもちろん、さまざまな世代が環境保全活動に参加できる仕組みづくりを進められることが重要です。これ

により、一層効果的な活動が期待されます。

３　国土空間の見直し----------------------------------------------------------------------------------------

（１）土地利用の変化
高度経済成長期においては、人口の増加とともに、工業化を背景に大都市圏を中心とする都市に人口が流

入し、都市が発展してきました。しかし、同時に過密化や地価の高騰のほか、市街地の無秩序な外延化を招

くとともに、これらに伴い環境負荷が増大しました。

今後、人口が減少するにつれて、大都市や地方都市における市街地の拡大傾向は、新規住宅の需要の減少

などから終止符が打たれ、人口密度の低下と相まって大都市部での住宅・土地問題等の改善をはじめとする

ゆとりある生活環境の実現が可能になると考えられます（図2-1-5）。

（２）住宅ストック等の更新
高度経済成長期に大量に整備を行った住宅や社会資本ストックは、更新時期を迎え始めており、今後、大

量のストックの更新が見込まれます（図2-1-6）。

また、住宅の空き家の戸数は年々増加の傾向にあります。今後、人口減少の進展により一層この傾向が加
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図２－１－４　環境保全活動への参加状況、 
 今後の取組 

出典：内閣府『環境問題に関する世論調査（平成
17年６月調査）』 

9.9 33.9 13.5 39.7
3.0

13.7 33.9 21.9 29.1

10.6 40.4 24.1 22.2

7.1 40.9 27.4 23.8
1.1
32.1 34.3 30.2
2.4
27.3 30.9 37.0

1.4

2.7

0.7

2.3

2.4

14.3

21.2

18.2

12.1

9.1

7.3

（%） 

（%） 

積極的に参加している 

参加したことがある 

これまで参加したことはないが、これからは機会があれば参加したい 

これまで参加したことはなく、これからも参加したいとは思わない 

分からない 

今後、環境保全のための市民活動や行事に積極的に参加したい 



速されると考えられます。今後2015年までは人口減少と

なっても世帯数の増加が見込まれますが、住宅ストック

の量から見て新規住宅の需要はそれほど多く見込むこと

はできないことから、住宅ストックについては、既存の

ストックの修繕・改修等による有効活用や空き家の用途

転換が進められることが予想されます（図2-1-7）。

住宅、業務用ビル等の既存ストックがもたらすエネル

ギー消費量は相当量に上ることから、これらの既存スト

ックのエネルギー効率を高めることは極めて有効である

と考えられます。このため、こうした大量の更新や修

繕・改修等の機会をとらえて、省エネルギーのための住

宅の改修や省エネ機器の導入を図ることによって、大き

な効果が期待できます。

現在、省エネ法による一定規模以上の住宅の大規模改

修時等の省エネ措置の届出義務づけ、公庫融資や証券化ローンの枠組みを活用した誘導、断熱資材や太陽光

発電システム、高効率給湯機器等の導入促進を行い、既存住宅も含めた住宅の省エネルギー性能の向上を図

っています。

（３）国土の有効活用
これまでは、急増する人口や産業振興に対応した国土空間の利用が中心であり、災害に対する脆弱な構造

や環境問題、景観の悪化など生活面での質が問題となっていました。

今後、人口減少という新たな局面を迎え、住宅や社会資本ストックの大量更新等の時期が到来しつつある

ことを好機としてとらえ、ゆとりある生活環境と環境配慮を同時に実現した人口減少時代にふさわしい取組

を行うことにより、持続可能な社会へと方向転換していくことが重要です。

29第１節　持続可能な社会へ向けての契機

第

２

章

阪 神 圏 
中 京 圏 
東 京 圏 
三大都市圏 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

 14 12 10 8 6 4 
平
成
2 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 

昭
和
29

図２－１－５　３大都市圏の転入超過数の推移 

注１：大都市圏間の移動は含まれない。 
　２：地域区分は以下のとおり。 

東京圏：埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3
県。中京圏：岐阜、愛知、三重の3県。阪神
圏：京都、大阪、兵庫の2府1県。 

資料：総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告
年報』より環境省作成 
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図２－１－６　建築物、新設住宅の着工数の 
 推移 

資料：国土交通省『建築着工統計調査』より環境
省作成 
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図２－１－７　空き家住宅の推移 

注：空き家比率は、住宅総数に占める空き家の割合 
資料：総務省『住宅・土地統計調査』より環境省

作成 
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ITは環境にやさしいの？
これからの社会の重要な基盤である I T

（Information Technology）の普及は著しく、平成16
年度末時点のインターネット利用人口は7,948万人、
人口普及率は62.3％と、私たちの生活に欠かせない

ものになりつつあります（図2-1-8）。
パソコン、携帯電話、周辺機器等のIT関連機器の

利用には電力を必要とすることから、これらによる
エネルギー消費がこれからの新たな環境負荷要因に


